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平
成
30
年
第
2
回
も
と
す
広
域
連
合
議
会
定
例
会

が
、10
月
24
日
か
ら
11
月
1
日
ま
で
の
9
日
間
の
会
期

で
、本
巣
市
役
所
真
正
分
庁
舎
内
の
議
場
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
事
案
件
1
件
、平
成
29
年
度
決
算
認
定
3
件
、平
成

30
年
度
補
正
予
算
3
件
の
議
案
が
上
程
さ
れ
、い
ず
れ

も
慎
重
な
審
議
の
末
、原
案
の
と
お
り
可
決
等
さ
れ
ま

し
た
。

 

平
成
30
年
第
2
回

 

も
と
す
広
域
連
合
議
会
定
例
会
開
催

 

提
出
議
案（
広
域
連
合
長
提
出
）

議
案
第
17
号　

�

も
と
す
広
域
連
合
公
平
委
員
会
委
員
の

選
任
に
つ
い
て

議
案
第
18
号　

�

平
成
29
年
度
も
と
す
広
域
連
合
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
19
号　

�

平
成
29
年
度
も
と
す
広
域
連
合
介
護
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

議
案
第
20
号　

�

平
成
29
年
度
も
と
す
広
域
連
合
老
人
福

祉
施
設
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

議
案
第
21
号　

�

平
成
30
年
度
も
と
す
広
域
連
合
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
1
号
）に
つ
い
て

議
案
第
22
号　

�

平
成
30
年
度
も
と
す
広
域
連
合
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）に
つ

い
て

平成３1年 4 月採用  もとす広域連合 職員募集
▼募集職種（勤務地）及び採用予定人員
一般行政職：療育指導員（幼児療育センター）　若干名
※幼児療育センター…本巣市政田500番地 1　

▼受験資格等
下記条件を全て満たす方
◦���大学卒業程度、短大卒業程度（平成31年 3 月卒業見込みの方を含む）
で、平成元年 4月 2日以降に生まれた方

◦下記に示すいずれかの資格をお持ちの方（ 1つで可）
幼稚園教諭免許状（一種または二種）
小学校教諭免許状（一種または二種）
特別支援学校教諭免許状
保育士
臨床心理士
作業療法士
言語聴覚士
社会福祉士等
※いずれの資格も平成31年 3 月取得見込みの方を含む。

▼試験日時
平成31年 1 月12日（土）
受付開始  午前 8時30分  着席完了  午前 8時50分

▼試験場所
本巣市役所真正分庁舎 1階　広域連合会議室
※岐阜県本巣市下真桑1000番地　

▼試験方法　
教養試験、事務適性検査、一般性格診断検査
※�第 2 次試験以降の予定については、その都度文書にて直接本人に通
知します。

▼申込書の配布
　�　平成30年12月 3 日（月） 8時30分から平成30年12月25日（火）午後
5時15分まで（平日のみ）の間、もとす広域連合総務課でお渡しします。
なお、郵送を希望される方は、往信封筒に「職員採用試験用履歴書希望」
と朱書きし、角形 2号の返信用封筒に返信用切手120円分を貼ったも
のを同封し、もとす広域連合総務課までお送りください。

▼申込の受付
　�　平成30年12月 3 日（月） 8時30分から平成30年12月25日（火）午後
5時15分必着（平日のみ）で、もとす広域連合総務課まで提出してく
ださい。

　�　申込書類を郵送にて提出される方は、必ず簡易書留とし、封筒の表
に「職員採用試験申込書在中」と朱書きしてください。

▼申込・問い合わせ先
〒501-0466　本巣市下真桑1000番地
本巣市役所真正分庁舎内 もとす広域連合 総務課 TEL058-320-2266

議
案
第
23
号　

�

平
成
30
年
度
も
と
す
広
域
連
合
老
人
福

祉
施
設
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

に
つ
い
て

　

平
成
30
年
11
月
5
日
、藤
原
連
合
長
よ
り
功
労
者
へ

の
表
彰
状
の
授
与
及
び
表
彰
伝
達
を
行
い
ま
し
た
。

　

授
与
さ
れ
た
方
は
、次
の
と
お
り
で
す（
敬
称
略
）。

◎
全
国
公
平
委
員
会

　
　
　
　
　
連
合
会
表
彰

　

新
田　

年
一

　
　
　
　
（
瑞
穂
市
）

　

新
田
年
一
も
と
す
広
域
連
合
公
平
委
員
会
委
員
は
、多

年
に
わ
た
り
、も
と
す
広
域
連
合
公
平
委
員
会
委
員
長
と

し
て
、公
平
委
員
会
活
動
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。今
後

と
も
よ
り
一
層
の
ご
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

 
も
と
す
広
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連
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彰
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歳入合計 489,118,644円 歳出合計 437,657,114円

歳入合計 7,498,446,265円 歳出合計 7,106,701,352円

歳入合計 986,930,869円 歳出合計 891,555,306円

一般会計

介護保険特別会計

老人福祉施設特別会計

決算の状況

平成29年度 歳入歳出決算報告
平成30年第2回もとす広域連合議会定例会において認定されました、平成29年度決算について主な概要をお知らせします。

決算額は、歳入が 489,118,644 円、歳出が 437,657,114 円で、歳入歳出差引額は 51,461,530 円となりました。 
なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が 105.0%で歳出が 94.0%となり、実質収支額は 51,461,530 円となりました。

決算の状況
決算額は、歳入が 7,498,446,265 円、歳出が 7,106,701,352 円で、歳入歳出差引額は 391,744,913 円となりました。 
なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が 100.3%で歳出が 95.1%となり、実質収支額は 391,744,913 円となりました。

決算の状況
決算額は、歳入が 986,930,869 円、歳出が 891,555,306 円で、歳入歳出差引額は 95,375,563 円となりました。 
なお、予算額に対する決算額の比率は、歳入が 105.1%で歳出が 94.9%となり、実質収支額は 95,375,563 円となりました。

※0.1％未満は、0.0％と表示してあります。

分担金及び
負担金

315,776,000円
64.6%

支払基金交付金
1,814,316,937円

24.2%

保険給付費
6,304,136,811円

88.7%

サービス事業収入
646,294,779円
65.5%

サービス事業費
535,248,377円
60.0%

総務費
173,081,140円
19.4%

民生費
144,964,015円
16.3%

分担金及び負担金
146,548,146円
14.9%

繰越金 110,813,332円
11.2%

繰入金 80,000,000円 8.1%

使用料及び手数料 90,665円 0.0%
財産収入 39,493円 0.0%

保険料
1,742,293,250円

23.2%
国庫支出金

1,533,310,922円
20.4%

分担金及び負担金
1,078,262,520円

14.4%

地域支援事業費
336,419,824円
4.7%

総務費
156,178,337円
2.2%

基金積立金 155,391,513円 2.2%

諸支出金
154,574,867円
2.2%県支出金

1,032,944,419円
13.8%

繰越金 281,883,506円 3.8%

衛生費
208,119,948円
47.6%

総務費
121,300,571円
27.7%

民生費
97,976,843円
22.4%

サービス事業収入
66,004,826円
13.5%

繰越金
44,650,030円
9.1%

使用料及び手数料
38,633,969円
7.9%

繰入金 23,177,000円 4.7% 財産収入 442,041円 0.1%
諸収入 434,778円 0.1%

諸収入14,927,598円 0.2% 使用料金及び手数料 463,600円 0.0%

財産収入 43,513円 0.0%

公債費 8,915,076円 2.0% 議会費 1,344,676円 0.3%

諸収入 3,144,454円 0.3% 公債費 38,261,774円 4.3%
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介護保険と税金

社会保険料控除
　社会保険料控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又
は給与等から控除される場合に受けられる所得控除です。
　控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

医療費控除
　自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合には、その支払った金額の一部について
所得控除を受けることができる場合があります。
　介護保険において、在宅サービスや特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用した際の利用者負担金は、その領
収証に記載される「医療費控除対象金額」について、医療費控除額を計算する際の「支払った医療費の額」に算入するこ
とができます。

おむつにかかる費用について
　おむつ代で医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
　なお、前年におむつ代について医療費控除を受けた方で、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載に、寝たきりの
状態にあることかつ尿失禁発生の可能性があることが確認できる場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」がな
くても、もとす広域連合が発行する確認書類で控除を受けられる場合があります。
　確認書類が必要な方は、もとす広域連合介護保険課認定係（電話058−320−2221）までお尋ねください。

介護保険料の納付済額～税申告に～
　社会保険料控除の必要書類として、平成３０年の１年間に納付いただいた介護保険料の金額（納付書払いや口座振替
利用分のみ）をお知らせします。１月下旬頃、郵便はがきにて送付しますので、確定申告（所得税）や住民税申告にご利用
ください。
　公的年金から差し引かれた金額（特別徴収分）については、年金保険者から送付される公的年金の源泉徴収票に記載
されますのでご確認ください。

税に関する問い合わせ
岐阜北税務署　058−262−6131　　瑞穂市税務課　058−327−4112
本巣市税務課　0581−34−5022　　北方町税務課　058−323−1116

医療費控除の対象となる居宅サービス等の種類

医療費控除の対象となる施設サービスの種類

※�医療費控除の対象となる金額については、居宅サービスや施設サービスを提供している事業者が発行する領
収書に記載されていますので、ご確認ください。

介護保険料や介護保険で使ったサービス費用の一部は、所得税や住民税の申告時に控除の対象となります。

居宅サービス等の種類

医療費控除の対象となる
居宅サービス
（医療系サービス）

（介護・予防）訪問看護　　　　　（介護・予防）訪問リハビリテーション
（介護・予防）居宅療養管理指導　（介護・予防）通所リハビリテーション
（介護・予防）短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する場合）
看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く）

上記の居宅サービスと併せて
利用する場合に控除の対象と
なるもの
（福祉系サービス）

（介護・予防）訪問介護（ホームヘルプサービス）
（介護・予防）訪問入浴介護　　　　　（介護・予防）通所介護（デイサービス）
（介護・予防）認知症対応型通所介護　（介護・予防）小規模多機能型居宅介護
（介護・予防）短期入所生活介護（ショートステイ）
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る）
看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く）
地域密着型通所介護
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスを除く）
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスを除く）

施設サービスの種類

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・地域密着型介護老人福祉施設　介護老人保健施設　介護医療院
介護療養型医療施設

4第75号



医療費控除の対象とならない居宅サービス等の種類

　もとす広域連合では、施設での介護サービス向上を図るために介護相談員派遣事業を行っています。
　つきましては、利用者が安心して質の高いサービスを受けられるように、施設訪問を行い、介護サービス利用者及び
利用者のご家族からの相談を受ける介護相談員を募集します。
○募集人員：若干名
○活動内容：�もとす広域連合管内の介護保険施設を訪問して、介護サービス利用者及び利用者のご家族からの要望・不

満等の相談を受け、施設事業者との「橋渡し役」になって問題の解消を図るとともに、介護サービスの質の
向上を目指します。

○活動回数：�月に 6 回程度、もとす広域連合管内の施設を訪問（ 1施設 3時間程度）、及び月に 1回もとす広域連合内で
開催される定例会に出席。

○応募資格：�瑞穂市、本巣市、北方町のいずれかに住所を有し、福祉や地域活動に対して関心・熱意があり、普通自動車
免許を取得している方。また、介護相談員研修（ 4日間で宿泊を伴う）に参加できる方。

○任　　期：平成31年 4 月 1 日から平成32年 3 月31日まで
○報　　酬：もとす広域連合の条例に基づき支給。
○募集期限：平成31年 1 月11日（金）午後 5時まで（当日消印有効）
○応募方法：履歴書に志望動機等を記載し、もとす広域連合介護保険課までお持ちいただくか、郵送してください。
○選考方法：書類審査及び面接
○選考結果：応募者全員に書面にて結果をお知らせします。
○問い合わせ先：もとす広域連合　介護保険課　〒501−0466 本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
　　　　　　 ☎058−320−2220

介護相談員を募集します！

居宅サービス等の種類

（介護・予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　　　 （介護・予防）福祉用具貸与
（介護・予防）特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 　　　　（介護・予防）地域密着型特定施設入居者生活介護
（居宅介護・介護予防）福祉用具購入　　　（居宅介護・介護予防）住宅改修　　　訪問介護（生活援助中心型）
看護小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分）
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービス部分）
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービス部分）
地域支援事業の生活支援サービス

月
瑞　穂　市 本　巣　市 北　方　町

合　計
生 し 尿 浄化槽汚泥 農集・コミプラ 生 し 尿 浄化槽汚泥 農　集 生 し 尿 浄化槽汚泥

4 56.76 2,841.35 0.00 68.63 2,174.26 379.00 10.36 228.82 5,759.18
5 54.96 2,483.44 33.00 64.47 1,872.08 382.10 9.10 188.57 5,087.72
6 55.81 2,782.78 0.00 65.02 1,915.52 379.20 12.78 227.02 5,438.13
7 51.64 2,529.02 23.00 65.12 2,140.22 387.00 10.34 208.65 5,414.99
8 51.60 2,646.86 0.00 73.77 2,013.02 402.70 9.92 156.08 5,353.95
9 53.11 2,440.90 23.00 64.26 1,603.26 374.00 11.14 203.44 4,773.11
10 56.47 3,095.56 0.00 73.27 1,610.01 371.00 9.51 160.49 5,376.31
11 51.78 2,652.68 23.00 70.89 1,723.95 378.00 8.80 237.00 5,146.10
12 66.40 2,963.58 0.00 71.62 1,661.62 373.00 11.63 216.46 5,364.31
1 48.58 2,546.53 23.00 62.65 1,165.76 381.50 9.41 120.01 4,357.44
2 56.16 3,174.74 10.00 56.29 1,540.86 406.00 9.55 191.31 5,444.91
3 61.04 3,546.89 23.00 58.43 1,727.64 386.00 10.70 252.35 6,066.05

計
664.31 33,704.33 158.00 794.42 21,148.20 4,599.50 123.24 2,390.20

63,582.20
34,526.64 26,542.12 2,513.44

衛生施設

平成29年度 衛生施設処理状況
衛生施設では、瑞穂市・本巣市・北方町の各家庭などから搬入される、し尿や浄化槽汚泥等を処理しています。		
平成29年度（平成29年4月から平成30年3月まで）の市町別の処理状況をお知らせします。 （単位：kl）
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認知症介護について
認知症介護で悩んでいませんか？
頑張っても、頑張ってもどうにもならないことや
ただただ、涙が自然に溢れ出てしまうこと、ありませんか？

介護している側が、戸惑い・混乱・怒りを感じ、心が折れてしまう。
「認知症だから仕方がないの。理解したら気持ちが楽になれるから。」
と声をかけられ、周囲に励まされることもあるかと思います。
　しかし、励まされ一時的に気持ちが楽になっても、介護が続く現実は
変わりません。その日々の中で辛いと感じながらも頑張って介護を続け、
心身に大きな負担となってしまうことがあります。

認知症介護をしている沢山のご家族様と関わる中で、私たちが思う事は、

大和園
介護職員からの
応援メッセージ

わっちら第74号で募集をしました、車いす・
押し車・バスタオル等の寄附のお願いで、
8名の方から寄附をいただきました。
施設で大切に使用させていただきます。

ご協力、ありがとうございました　不要品募集のお礼

私たちと一緒に働きませんか？　職員募集
職種 業務 資格要件 給与 休日

①

平成31年4月採用
介護職員
正職員

夜勤含む
生活介護全般

※特養・ショート

介護福祉士・社会福祉士・
精神保健福祉士のいずれかの

資格を有する方
昭和59年4月2日以降に

生まれた方

月給179,200円
（大卒程度）
夜間勤務手当・
その他手当有
ボーナス有

年間休日
120日程度
有給休暇有

※介護職員（正職員）応募締切　平成30年12月25日（火）

② 介護職員
（パート）

生活介護全般
※6：30～19：15の中で
　固定又は変則勤務有

資格不問、短時間可 時給850円～1,073円
（別途通勤手当相当額支給有）

年間休日
120日以上
有給休暇有

③ 運転手
（パート）

デイサービスの送迎
※朝夕合わせて
4時間程度
週3日程度

普通自動車免許を
有する方

時給850円～950円
（別途通勤手当相当額支給有）

年間休日
120日以上
有給休暇有

このページのお問い合わせ先
老人福祉施設 大和園　〒501-1205本巣市曽井中島1156-4　0581-34-2555

「もう少し、もう少しだけ、力を抜いて下さい。
認知症のご本人を支える
介護者の心と身体が健康でいられることがとても大切です。」

私たちは、介護をしている方々からのご相談をお待ちしております。
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もとす広域連合〈瑞穂市・本巣市・北方町〉 地域包括支援センター

《各市町の地域包括支援センターの連絡先》

　 高齢者の一人暮らしや、高齢者のみの世帯はどんどん増え続けて
います。高齢の方などが避難できず犠牲になることも多くみられま
す。そのために安全な避難場所や避難経路を、日頃から把握してお
くことが必要です。

確認しておきたい災害時の心がまえ

瑞穂市地域包括支援センター 〒501-0222 瑞穂市別府1283番地（瑞穂市総合センター1階）
　　　　　　電話：058-327-4118　FAX：058-327-5304

本巣市地域包括支援センター 〒501-0466 本巣市下真桑1199番地1（本巣市真正老人福祉センター内）
　　　　　　電話：058-324-5166　FAX：058-324-5167

北方町地域包括支援センター 〒501-0492 本巣郡北方町長谷川1丁目1番地（北方町役場内）
　　　　　　電話：058-323-5540　FAX：058-323-2114

●家の中の安全な場所を確認する。
●家の中を片づける。
●�玄関や廊下、寝室に大きな家具・家電を置
かない。

●家具は固定しておく。
●防災グッズを用意する。
●自宅近くの指定緊急避難場所
　（学校や公園など）を確認しておく。

●�テレビ・ラジオ・防災無線・インターネット
などから情報を得ましょう。
●�「避難準備・高齢者等避難開始」が発令され
たら、指定緊急避難場所へ避難を開始しま
しょう。
●�自主避難される方
は、あらかじめ自
主避難所や受け入
れ状況の確認をし
てください。

災害前にできること 安全に避難するために

災害時に頼りにできるのは地域住民のサポートです。日
頃から自治会・町内会に顔を出す、防災訓練に参加する
など、コミュニケーションを取りましょう。

冬は被害が大きくなる季節

■瑞穂市役所　市民協働安全課
　　　　　　　TEL：058－327－4130
■本巣市役所　総務課
　　　　　　　TEL：0581－34－5020
■北方町役場　防災安全課
　　　　　　　TEL：058－322－9936

各市町防災担当部署

●�暖がとれるように、暖かい服・
簡易毛布・携帯用カイロなどを
用意する。
●�ストーブなど暖房器具付近に物
を置かないようにする。
●�火の元や消火器の設置場所を確
認する。

◎火災から身を守ることを考えましょう！

冬の災害時の
ポイント
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発行／もとす広域連合　〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
電話058-320-2266　FAX058-320-2265　http://www.motosu-union.gifu.jp
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相談支援事業所

☎058（323）0584
相談は予約制です。

相談支援事業所では、お子さんの発達についての相談に応じています。
まずはお子さんと一緒に相談へお越しください。

発達支援事業所
発達支援事業所では、年齢やお子さんの発達に合わせて、様々な形態で療育指導を行っています。

ご相談
ください

未就園児指導 グループ指導（年少～年長） 個別対応指導

繰り返される 1 日のスケジュールを
経験していくとともに、大人との関
わりを通して、個々の発達を促して
いきます。

グループ活動の中で、「できた！」
と思える成功体験を通して自己有
能感を高めながら発達を促してい
きます。

お子さんの様子に合わせた課題を用
意し、達成感を積み重ねながら発達
を促していきます。

保護者の方が抱い
ている困り感や育て
にくさについて一緒
に考え、専門的な
立場からアドバイス
していきます。

落ち着きがなくて
心配だわ

トラブルが
多くて困るわ

ことばが
遅いんじゃない
かしら

集団行動が
出来ないんだけど
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